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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年１２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年６月２９日 ０６時０６分ごろ 

発生場所 愛媛県宇和島市日振
ひ ぶ り

島西方沖 

日振島灯台から真方位２７８°７.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°１１.２′ 東経１３２°０６.９′） 

事故調査の経過  平成２３年７月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 BLUE
ブ ル ー

 LOTUS
ロ ー タ ス

（パナマ共和国籍）、８,４８１トン 

   ９１９４４５２（ＩＭＯ番号）、TRANSPORT AND CHARTERING

   CORPORATION（パナマ共和国） 

   １３４.０４ｍ×２１.２０ｍ×１０.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、４,４１３kＷ、１９９９年（建造年） 

Ｂ 貨物船 若
わか

富
と

丸、４９８トン 

   １３４６８０、貞富海運有限会社 

   ７４.９５ｍ×１１.５０ｍ×７.２４ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（ベトナム社会主義共和国籍） 男性 ３４歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２００９年１２月７日 

          （２０１２年７月３１日まで有効） 

Ｂ 航海士Ｂ 男性 ５５歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５３年７月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年７月６日 

    免状有効期間満了日 平成２７年７月２５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に破口 

Ｂ 左舷船首部に破口 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１８人が乗り組み、航海士Ａが船

橋当直に就き、空船で視界制限状態となった日振島西方沖を約１３.

６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）により、甲板員を手
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動操舵に就けて北西進した。 

 航海士Ａは、視程が約１００ｍ以下となった状況下、レーダーで右

舷船首方にＢ船ほか２隻、左舷船首方に１隻のいずれも南下する反航

船を探知した。 

 航海士Ａは、Ｂ船と右舷側に約０.５Ｍ隔てて通過できる態勢であ

ったが、Ｂ船と１.２Ｍに接近した頃、左舷船首方の反航船と衝突す

る虞があると思い、右舵を取った。 

 Ａ船は、航海士Ａが左舷至近にＢ船の汽笛を聞き、直ちに右舵一杯

を指示したが、その直後、平成２３年６月２９日０６時０６分ごろ、

日振島西方沖において、Ａ船の左舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝

突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか３人が乗り組み、鋼材約１,６０

０t を積載し、航海士Ｂが単独で船橋当直に就き、視界制限状態とな

った日振島西方沖を約１０kn の速力で南東進した。 

 航海士Ｂは、視程が約１００ｍ以下となった状況下、レーダーで右

舷船首方に北上するＡ船を探知し、また、南下する同航船を自船の右

舷方約１Ｍの所に１隻及び左舷方約１～１.５Ｍの所に２隻探知して

いた。Ａ船とは右舷側約０.５Ｍを隔てて通過する態勢であったので

針路及び速力を保持して航行した。 

 航海士Ｂは、Ａ船が１.２Ｍに接近した頃、同船が右に変針して前

路に向けて接近するのを探知し、霧中信号を行い、同船の様子を見な

がら南東進中、同船と更に接近したので主機を中立、引き続き半速力

後進としたが、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 濃霧、風向 北西、風力 １、視程 約１００ｍ以下 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 航海士Ａは、船長Ａが出港時から引き続いて長時間の操船指揮に当

たっていたので、船長Ａを休ませようと思い、視界制限状態となった

ことを船長Ａに報告しなかった。 

 航海士Ａは、右に変針した際、Ｂ船の至近を通過できる上、Ｂ船が

右転すると思っていた。 

 航海士Ｂは、霧が濃くなったり薄くなったりしていたので、船長Ｂ

に報告するまでもないと思い、視界制限状態となったことを船長Ｂに

報告しなかった。 

Ｂ船の安全管理規程には、船長は、航行中、周囲の視界に関する情

報を確認し、視程が１,０００ｍ以下に達したと認めるときは、当直

体制の強化及びレーダーの有効利用を図るとともに、その時の状況に

適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は経路変更

の措置を採らなければならないと規定されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、視界制限状態となった日振島西方沖を北西進中、Ｂ船は、

同海域を南東進中、両船が互いに右舷側を通過できる状況であった

が、航海士Ａが、左舷船首方の反航船を避けようとしてＢ船の方向に

針路を転じ、Ｂ船の至近を通過できる上、Ｂ船が右転すると思い、航

行を続けたこと、及び航海士Ｂが、Ａ船の接近を探知した際、Ａ船の

動静を見ながら、Ａ船が接近するまで針路及び速力を保持して航行し

たことから、両船が衝突したものと考えられる。 

 Ａ船は、汽笛による霧中信号を行っていなかったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、視界制限状態となった日振島西方沖において、Ａ船が北

西進中、Ｂ船が南東進中、航海士Ａが左舷船首方の反航船を避けよう

としてＢ船の方向に針路を転じて航行を続け、また、航海士Ｂが、Ａ

船の接近を探知した際、Ａ船が接近するまで針路及び速力を保持して

航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・汽笛により霧中信号を行うこと。 

・視程の状況に適した距離で停止できるよう安全な速力で航行する

 こと。 

・視界制限状態となった場合は、船長に報告すること。 

 




